
   

令和２年４月８日 

都市整備部交通対策課 

 

 

ムーバス・休日ダイヤでの運行について 

 

 

 緊急事態宣言の発出に伴い、ムーバス全路線を休日ダイヤで運行する。 

 

 

【現状】 

・ 新型コロナウイルス感染予防対策として、臨時休校やテレワークなど、不要不急の

外出を控える市民が多くなり、ムーバスを含めて路線バス利用者が激減している。 

・ 一方、食料品を含めた生活必需品の購入や医療機関等への通院など、高齢者や障害

者などにとって必要不可欠なライフラインのため、各バス事業者においても通常ど

おりのダイヤで運行を継続している。 

 

【対応方針】 

「市民の生命、生活及び財産の保護並びに都市機能の維持のために必要な事業は、勤

務態勢等を工夫し継続する・総務部総務課」 

⇒ 対応方針を踏まえ、利用者の利便性低下が最小となるよう、早朝や夜間の運行を 

減便している「休日ダイヤ」で全日運行することといたしたい。 

 ⇒ 休日ダイヤ運行により、全路線合計で３６便が減便となる 

⇒ 休日ダイヤでの運行は、令和２年４月 13日（月）～ 

⇒ 期間については、当分の間とする（今後の状況をみて決定する） 

 ⇒ バス事業者等と連携し、今週中にＨＰの更新、バス車内、バス停にチラシを 

貼付し周知徹底を図る。 

 

【期待される効果】 

・ 安全運転の遵守、定時性の確保 

・ 乗務員の労働環境の改善 

・ 運行経費の縮小 


